
自転車は車両です。自転車の交通ルールを守り、安全に利用しましょう。

原則は車道通行！

車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先

夜間はライトを点灯

ヘルメットを着用

飲酒運転は禁止

交差点では信号と
一時停止を守って、安全確認
信号機のある交差点では、信号に従って安全を確認
し通行しましょう。道路標識等により、一時停止す
べきとされている場所では、必ず一時停止し、安全
を確認しましょう。

自転車は、歩道と車道の区別
がある道路では車道通行が原
則です。車道を通行する場合
は、左側に寄って通行しなけ
ればなりません。

普通自転車が
歩道を通行できるのは

普通自転車は、歩道を通行
できる場合、車道寄りの部
分をすぐに停止できる速度で
通行します。歩行者の通行
を妨げるときは一時停止しな
ければなりません。

注 
意

信号を
守りましょ

う
一時停止をしましょう

群馬県交通対策協議会
（事務局　群馬県県土整備部道路管理課交通安全対策室）
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　矢羽根型路面表示とは、
自転車の通行位置と方向
を明示して、自転車の安
全な通行を促すものです。
　車道通行であるため、
進行方向は、自動車進行
方向と同じ一方通行（左
側通行）となります。

通行イメージ

自転車を利用するすべての人
は、自転車事故による被害を
軽減するために、乗車用ヘル
メットを着用しましょう。幼
児・児童を保護する責任のあ
る人は、幼児・児童を自転車
に乗せるときには、乗車用ヘ
ルメットを着用させるように
しましょう。



危険な「ながら運転」はやめましょう
自転車運転中の「ながら運転」は、
周囲が見えにくい、音が聞こえにく
い、注意がおろそかになるなどの危
険があります。交通事故の原因とな
るので絶対にやめましょう。

事故に備えて自転車保険等に加入しましょう！
群馬県内で自転車に乗る方は、自転車保険等（個人賠償責任
補償が特約で付く傷害保険や個人賠償責任保険等）に加入し
なければなりません。
未成年の場合は、その保護者に加入が義務づけられています。

自転車事故の高額賠償事例

（平成２５年７月、神戸地方裁判所）

9,52�万円
❶ まずは自身の加入状況をチェック！
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注１　自転車安全整備士が点検確認した自転車に貼付されるもので、有効期間は１年間です。　　注２　特約の名称は保険会社によって異なります。

❷ 加入していない方は必ず加入しましょう！
自転車保険に加入していないことが分かった方や高額賠償対応に
変更したいと考えた方に群馬県が認定した保険を紹介しています。

中高生の自転車事故の発生状
況マップを作成しました。自転
車事故が多いエリアほど、色が
濃くなります。皆さんの通学路
の多発箇所を確認しましょう。

今すぐ登録！
交通事故から
自分を守ろう！

デイライトとは、日中も自転車のライトを点灯させる
安全対策の１つです。
中高生の自転車事故は登校時に多発しています。
ヘルメット着用など自分を守る対策と併せて、ライトで
自動車や歩行者に自転車の存在に気付いてもらうことも
大切です。

デイライトを知ってますか？　


